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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ギ
フ
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

吉
野 

春
江 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
川
口
市
西
青
木
四
丁
目
七
番
地
十
三
号
フ
レ
ー
ル
西
青
木
二
百
六
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
発
達
障
が
い
児
の
援
助
者
に
対
し
、
相
談
、
情
報
提
供
、
メ
ン

タ
ル
ケ
ア
な
ど
の
支
援
を
し
、
発
達
障
が
い
児
と
健
常
児
（
児
童
期
中
心
）
や
そ
の
保
護
者
、

一
般
市
民
が
参
加
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
、
発
達
障
が
い
の
偏
見
を
な
く
し
理
解
す
る
事
で
、

よ
り
良
い
関
係
で
共
存
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
発
達
障
害
の
誤
解
と
偏
見
を
な
く
し
理
解
す
る
事
で
よ
り
良
い

関
係
で
共
生
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

を

利

用

す

る

方

法

（

埼

玉

県

Ｎ

Ｐ

Ｏ

情

報

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
さ
や
ま
後
見
ネ
ッ
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

大
島 

久
智 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
水
野
五
百
九
十
二
番
地
医
療
法
人
尚
寿
会
あ
さ
ひ
病
院
内 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
主
に
埼
玉
県
内
の
高
齢
者
及
び
障
が
い
者
等
の
権
利
擁
護
を
目
的
と
し
て
、 

 

成
年
後
見
制
度
の
活
用
支
援
事
業
等
を
行
い
、
高
齢
者
及
び
障
が
い
者
等
の
福
祉
の
増
進
と
す 

 

べ
て
の
人
が
健
や
か
に
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と 

 

を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て

備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
だ
ま
り 

三 

代
表
者
の
氏
名 

渡
邊 

豊 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
本
庄
市
千
代
田
三
丁
目
三
番
四
十
号
ト
ミ
タ
ハ
イ
ツ
二
百
一
号
室 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
「
障
が
い
児
・
者
」
に
対
し
て
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
の
場
（
フ
リ
ー

ス
ペ
ー
ス
）
の
提
供
、
農
業
等
を
通
じ
た
「
障
が
い
者
」
の
働
く
場
を
提
供
し
、
あ
わ
せ
て
高

齢
者
や
子
ど
も
達
等
、
誰
も
が
そ
こ
に
か
か
わ
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
障
が

い
児
・
者
」
の
地
域
へ
の
社
会
参
加
を
す
す
め
、
誰
も
が
前
向
き
に
あ
た
り
ま
え
に
生
き
て
い

け
る
よ
う
な
地
域
社
会
を
創
造
し
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
を
仮
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
夢
舞
台 

二 

代
表
者
の
氏
名 

新 

井 

秀 

親 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
原
宿
八
十
九
番
地
十 

四 

当
該
仮
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号 

 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
は
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
た

め
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
撤
回
日
を
も
っ
て
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚

生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

    

埼
玉
県
厚
生
農
業
協
同
組
合

連
合
会
久
喜
総
合
病
院 

   
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 病

院 
埼
玉
県
久
喜
市
上
早
見
四
百
十
八
番

一 

  
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

平

成

二

十

八

年

三

月

三

十

一
日 

 

撤
回
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号 

 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
を
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第

八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
と
し
て
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
認
定
し
、
そ

の
有
効
期
限
を
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

                    

一
般
社
団
法
人
巨
樹
の
会
新

久
喜
総
合
病
院 

 
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 病

院 
埼
玉
県
久
喜
市
上
早
見
四
百
十
八
番

一 

  
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

平

成

三

十

一

年
三
月
十
日 

 

有
効
期
限 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号 

 
県
営
土
地
改
良
事
業
大
英
寺
落
地
区
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
の
工
事
を
平
成
二
十
五
年
三
月

二
十
一
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号 

 
県
営
土
地
改
良
事
業
鴻
茎
地
区
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
の
工
事
を
平
成
二
十
四
年
三

月
二
十
三
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三

条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号 

 
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
十

次
埼
玉
県
卸
売
市
場
整
備
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
五
月
六
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
及
び
各
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
二
―
二
五
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字
平
須
賀
字
赤
木
前
千
八
百
八
十
番
一 

外
六
百
五
十
四
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

十
七
万
九
千
百
十
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号 

 
鳩
山
町
か
ら
毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計

画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
七
〇
〇
三
一
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
七
〇
一
〇
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
西
打
越
五
千
百
三
十
六
番
六 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
松
山
二
千
六
百
三
十
一
番
地
一 

一
〇
二 

 
 

倉
林 

憲
幸 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
六
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
十
二
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 

 



正

誤 

  
埼
玉
県
条
例
第
二
十
五
号
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
第
二
千
七
百
八
十
五
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
行 

一 
 

 
 

前
か
ら
八 

 

誤 第
十
八
号 

 

正 第
十
八
条 



正

誤 

  
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
第
二
千
七
百
八
十

五
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

行 

二 
 

 
 

前
か
ら
九 

 

誤 規
則 

 

正 訓
令 



正

誤 

 

 
埼
玉
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
第
二
千
七
百
八
十
五
号
）

中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

様
式
第
一
号
中 

 

行 

二 
 

 
 

宛
先 

 
 

 
 

 

上
か
ら
五 

 

誤 埼
玉
県
警
察
本
部
長 

 

正 埼
玉
県
公
安
委
員
会 
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